
 

  

大津市生活道路拡幅整備推進条例 

第６条に基づく協議 

     電子申請入力マニュアル  Ｒ８．４ 

大津市ホームページの電子申請サービスのページへアクセスし、 

以下の手順に従い、申請の手続きを行ってください。 

①電子申請サービスへアクセス・・・・・・・・・P１ 

 

②協議内容を入力し申請・・・・・・・・・・・・P４ 

 

③返却の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・P６ 

 

④完了の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・P９ 

大津市都市計画部建築指導課 生活道路推進係 

TEL：077-528-2768 

FAX：077-523-1505 

メールアドレス：otsu1309@city.otsu.lg.jp 

mailto:otsu1309@city.otsu.lg.jp
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①電子申請サービスへアクセス 

下記の URL より、電子申請サービスへアクセスしてください。 

 

https://apply.e-tumo.jp/city-otsu-u/offer/offerList_initDisplay 

 

アクセスすると、以下のページが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

押下 

利用規約を確認し、押下 

https://apply.e-tumo.jp/city-otsu-u/offer/offerList_initDisplay
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➀ メールアドレス入力してください。 

② 押下 

上記の画面が表示され、入力いただいたメールアドレスに 
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【送信メール】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メールに記載されているＵＲＬより、手続きページにアクセスしてください。 

 

メール受信後、24 時間以内に行ってください 
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②協議内容を入力し申請 

以下の入力ページが表示されるので、各入力フォームを入力してください。 

※電話番号のハイフンの有無は問いません。 

 

 

 

注意事項に留意し、それぞれ必要な書類をアップロードしてください。 

基本情報を入力後、【次へ】をクリック 
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入力・アップロード完了後、押下 

 

内容に不備が無いか確認し、押下 
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今後の手続きに使用します。 

通知メールにも記載されていますが、必ず保管してください。 

012345678910 

ABCDEF12345 
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③返却の場合 

協議に関する通知のメールが電子申請システムより送信されます。速やかに、大津市

ホームページの電子申請サービスにアクセスして、協議結果の確認をしてください。 

 

申請いただいた生活道路拡幅協議書に、修正事項があった場合には下記のメールが電子申

請システムより送信されます。 

※下記のメールに返信等されましても応答できませんのでご注意ください。 

 

【送信メール】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パスワードをそれぞれ入力してください。 

メールに記載されている整理番号と 

入力後、押下 
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修正を行ったファイルの作成が出来たら、「修正する」より申込変更ページへ移動してください。 

 

内容を確認し、修正が完了したら「修正する」をクリック 

 

修正が出来たら、（修正）と後ろに記入してください。 
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③完了の場合 

修正事項等がない場合、協議に関する通知のメールが電子申請システムより送信され

ます。 

 

【送信メール】 

 

申込内容データの保存期間は最初に申込手続きを行った日から 1 年間です。 

1 年を超過すると申込内容にアクセスできなくなるため、速やかにダウンロードしてください。 

※協議に対する問い合わせはメールまたは電話で直接大津市建築指導課までお願いします。 


